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　　原子力発電所におけ’る焼鈍作業に係る

記録改ざんに関する確認結果等の報告について

　標記について，平成21年4月13沼付け葬原子力発電斯における焼鈍作業

に係る記録改ざんへの想慈について（指示）」　（平成2生・0443原院第

2号1の指示に基づき，本籍，経済産業省へ報告しましたので，島根原子力発

電所周辺地域住民の安全確探箸に関する協定第8条第正項（91に基づきご連

絡いたします。

　なお，報告内容は添付資料のとおりです。
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c．是正蝿置

（a）当桂

　○当社の溶接事業者検査実施要領書の熱娼遅検査項目に焼鈍記録の欠損の

　　　有無を確認することを追加する。また，各溶接事業者に対し本内容を要

　　　領書に反映するよう指示する。

　○当社の溶接事業者検査に係る要員に今回の事棚教育を行う。

　○各溶接事業者に今回の事例教育を行う。

（b）溶接事業者

　○溶接事業者の溶接事業者検査に係る要領書の熱処理検査項目に焼鈍記録

　　　の欠損の有無を確認することを追加する。

　○溶接事業者検査員認定および更新時，焼鈍記録の欠撰有無の確認に関す

　　　る事例教育を行う。

（2〉島根原子力発電所（1号機～3号機）の焼鈍記録確認の実施および結果について

　　a．確認対象

　　　確認蝿象は，平成9年9月に沸騰水型原子力発電所用配管における溶接工事

　　において焼鈍記録として糞正でない記録の使用が確認されたことを受け，平成

　　9年10月に当時の資源エネルギー庁において「原子力発電所の配管溶接部の

　　焼鈍における温度記録に係る疑義について」にてその調査等の結果が取りまと

　　められていることから，本報告以降（平成9年10月以降〉の電気事業法に基

　　づく溶接検査および溶接事業者検査記録のうち，賢本工業検査が溶接後熱魑理

　　として実施した焼鋳記録とした。

　　b．確認方法

　　（a／確認対象とする焼鈍記録の選定

　　　　溶接検査および溶接事業者検査の溶接工事において，騒本工業検査が実

　　　施した焼鈍作業の有無を確認し，日本工業検査が箋施した焼鈍記録を抽繊

　　　　した。

　　（b）焼鈍記録の確認

　　　　　摘耕した焼鈍記録については，島櫻原子力発電翫3号機および渓間漂子

　　　　力発電所5号機と固様の焼鈍記録の改ざん有無を確認した。

　　c．確認結果

　　　　　島撰原子力発電勝1号機～3号機について，以下のとおり顕本工業検萱

　　　　が実施した溶接検査および溶接事業者検査における焼鈍記録について確認

　　　　した結果，島根原子力発電所3号機の報告済みの1件以外に改ざんされた

　　　　記録は確認されなかった。
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添付資料一て
大一∠N 置

。：要鍵

x：要鶉無し

事象 一次要蟹 二次要国 三次要歯 評髄 薄策

熱難理検査での確認項目記載不足

熱無理検査としての群細な項目の記載がなかった。

要領書では規格藩準に基づき，無難理検査の項目として簾熱・冷却速
x、操持温度・暗闘の確認，および鯛轟方法、加熱装置、温度範囲、送
闡ｬ度、熱電録取付置が暁鐘記録に記籔されていることを確認するよう
L載していた。

x
｛

正規な熱整理濃度が

ﾄ鈍記録で確認串来な
｢ことに気づかずに熱
�ｻ検査を合格とした

　　　轡書
i溶接事業者検釜実施
@　　要領書）

熱処理検査において焼鈍記録の欠損の有無を確認する瑞
ﾟが無かった。

焼鈍記録の欠撰の有無を確認する項…iがなかった。 o

　　　人
i検量管理費無考）

焼銚記録確認内容の認識不是
要領番には焼饒記録の欠損の有無を確認することを記載す
髟K要がないと思っていた。

熱処理検査では，規格基準に基づいた内容の確認を行うべく，要領書に

ｻの内容を記載させていたが、焼鈍記録の火掻の有無については、当
R，確認する内容と脅えていたため，特に饗領寮への記載は指示しな
ｩった。

o

（D当歓の溶接事業者検査実施要領書の熱怨理検査項目に暁鐘記録の欠損の有無を確認すること
黷�ﾇ撫する。また，各溶接事業者に対し本内容を要領書に反映するよう指示する。

i2）当社の溶接事業餐検査に係る要員に今回の事傍教育を行う。

i3）各溶接事業者に今圃の事例の教育を行う。
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、
大　ZN 又 凍

團

正親な熱処理湯腹が焼鈍記
録で確認できないことに：気

付づかずに熱廼理検査を金
梅とした

【要　因1｝ ｛要　蓉2｝

　　　　人
（溶接事業者穣査黄） 力量

f事実闘係ユ

溶接事彙音験黛員の認定を
受けていた。

また、認定・更新教育の中で

禦憩異趣袋井の判定と麟記

録への必要記載事項につい
ての教育を受けていた。

〔分析結果｝ 静掻

焼鍾記録の確認に必要な教育・認定を受けておリカ棄に

問題はなかった。 □

意雛

行為

焼鑓肥録に欠損があるかもし
】纏いという意餓はなかった。

原　因

溶接事業者検査実旛要領馨
に従い、加熱・冷却速達、保

持温度・暗闇の確認および舗

御方法、痴熱装置、温度籍

趣、送り速度、熱電対取付置

が焼鑓肥録に記載されている
ことを確認した。

再発防止策

暁鐘記録に欠損はないはずという先入観があった。 0

溶接事業者検壷実施要領書に従った確認を実擁していた
が、焼鈍記録の欠損鞍無についての確認はしなかった。

0

絹織 検査体舞 溶接事業者検査員は設置暫
に承認された要提であった。

溶接事叢書検査の体鯖に問題はなかった。 □

溶接事業者検査員に「焼鈍記録に欠
撰はないはず」という斑入観があり、

欠蟄の有無を確認しなかった。

溶接事業者検査

　実施要領

社内教育

・溶接事案毒検嚢に懸る要

領書の無難理検査項目
に、焼鈍記録の欠損の有

無を確認することを追加す
…る。

・溶接事業者検黛員認定

及ぴ更新時、今織の事鋼

を教育し、麟記録の欠損
有無の確認に閉する意識
付けを行う。

熱処理検査において焼鈍記
録の欠損の有無を確認する
項目が無かった。

簾無条件の芋目定と鰻書巳

録への必婁記載事項につい
ての教育が主体であった。

法令・規格等で要求された確認項目は反映していたが、焼

鈍記録の欠韻の有無に対する確認項目が無かった。
O

焼鈍記録に欠韻があるかもしれないという観点の教畜は
行っていなかった。

0

環境 穣査場所
一白競での確認であった。

（50G醸以上）
暁鐘記録の欠損を十分確認できる環境であった。 □


